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選手エージェント規則選手エージェント規則選手エージェント規則選手エージェント規則    

 

 

 

本規則は、国際サッカー連盟（以下「ＦＩＦＡ」という）の定めるＦＩＦＡ Regulations 

Players’ Agents（以下「ＦＩＦＡ規則」という）に基づき、日本国内における選手エー

ジェントの活動に関して規定するものである。 

 

定義 

選手エージェント：選手契約に関するクラブとの交渉を選手を代理して行ない、又は、

選手の移籍に関する契約を締結するために２つのクラブを相互に紹

介することを本規則、ＦＩＦＡ規則、及び関連の法律に従って行う

者。 

 

ライセンス：選手エージェントとしての活動を可能にするために、本規則及びＦＩＦＡ

規則に従い、公益財団法人日本サッカー協会（以下「本協会」という）又

は外国サッカー協会によって発行される公式の証明書。 

 

申請人：本協会が発行するライセンスを取得することを望んでいる者。 

 

 

第１章 総則 

 

［範囲］ 

第１条 本規則は、選手エージェントの職業に適用される。 

２．本規則の適用は、前項に記載された選手エージェントの活動に厳格に限定される

ものであり、監督又はコーチのような他の当事者に対し選手エージェントによって

提供されることのある役務を対象とするものではない。そうした活動は、日本の国

内法によって規制される。 

３．本規則は、選手エージェントの適切な訓練及び基準についても明確に示す目的の

ものである。 

    

    

第２章 選手エージェント活動の許容性 

 

［総論］ 

第２条 選手及びクラブは、選手契約に関する交渉若しくは再交渉、又は選手の移籍に関

連して、ライセンスを有する選手エージェントの役務を利用する権利を有する。 

２．選手エージェントは、自らが提供する役務に対する報酬を受ける権利を有する。 

３．選手エージェントの活動を承認するうえで、本規則は、日本の国内法を遵守すべ

き同人の義務について選手エージェントを免責するものではない。 
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４．選手及びクラブは、ライセンスを有しない選手エージェントの役務を利用するこ

とを禁じられる。 

 

［ライセンスを有する選手エージェントの許容性］ 

第３条 日本国内における選手エージェントの活動は、ＦＩＦＡ規則に従って本協会によ

って公式にライセンスが付与されている者（日本サッカー協会認定選手エージェン

ト）又は本協会以外の外国サッカー協会により公式にライセンスが付与されている

者（外国サッカー協会認定選手エージェント）のみが実施できる。 

２．選手エージェントは、自らの補佐を行なうことに限定して、従業員を雇用し、使

用することができる。ただし、選手エージェント本人のみが、選手又はクラブとの

関係において、選手又はクラブの利益を代理することができるものとし、補佐する

者はそれらを行なう権限をもたない。なお、補佐する者の行為について選手エージ

ェントは連帯保証する。 

 

［例外たる個人］ 

第４条 選手の法定代理人は、選手契約の交渉において同人を代理することができる。 

２．日本の弁護士法に基づく弁護士は、法律が許容する範囲において選手又はクラブ

を代理することができる。 

３．本規則では、前２項に該当する者を「例外たる個人」と表す。 

 

 

第３章 選手エージェントのライセンスの取得及び喪失 

    

［ライセンスの発行条件］    

第５条 本規則に従い、本協会によるライセンスの発行対象となるのは、日本国籍保有者

又は国籍如何にかかわらず日本国内に２年以上継続して居住している者とする。こ

れに該当しない者は、本協会におけるライセンスの発行対象とはならない。 

 

［本協会のライセンス取得における前提条件］ 

第６条 次に掲げる者は、申請人となることができない。 

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者 

(2) 外国裁判所において前号に準ずる刑に処せられた者 

(3) 刑罰法規に抵触する行為（過失犯及び交通法令違反を除く）を行なった者 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第１項第２号が規定す

る暴力団その他暴力的集団の構成員又はこれに準ずる者及びこれらの者と取引の

ある者 

(5) 破壊活動防止法第４条が規定する暴力主義的破壊活動を行った団体又は行なう

おそれのある団体の構成員又はこれに準ずる者及びこれらの者と取引のある者 

(6) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の対象となる団体の構

成員又はこれに準ずる者及びこれらの者と取引のある者 

２．申請人は、ＦＩＦＡ、大陸連盟、本協会を含む各国協会、都道府県及び地域サッ

カー協会、リーグ、クラブ又はそれらの組織及び事業体に関係する何らかの組織に

おける役員、従業員等の地位を有することはできない。 
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３．申請行為を行うことによって、申請人は、本協会のみならずＦＩＦＡ、大陸連盟、

各国協会の諸規程、規則、指令及び決定を遵守することに同意することになる。 

 

［試験手続］ 

第７条 申請人に対する試験（以下「試験」という）は、各年の３月及び９月に、ＦＩＦ

Ａの定めた日時にて行われる。ＦＩＦＡからの通知を受けた後、本協会は、本協会

のホームページ等を通じて同試験の応募要綱（受験料を含む）を公表し申請を受け

付ける。 

２．本協会は、申請人が関連の前提条件を満たすことを確認する。何らかの前提条件

が満たされていない場合、当該申請は拒絶される。なお、同申請受理後又は同人へ

のライセンス付与後において、何らかの前提条件が満たされていないことが判明し

た場合、本協会は同申請の受理を取り消すことができ、付与後であればライセンス

を撤回することができる。 

３．申請人が前述の前提条件を満たす場合、本協会は、同人に対し試験を受けること

を許可する。 

４．本協会はＦＩＦＡ規則に基づき、２連続のセッションについてまでに限って試験

を開催しない決定することができる。 

５．試験は、択一式の設問によって行われるものとする。申請人は、同人がＦＩＦＡ

によって設定された最低点以上を獲得した場合に合格と判定される。 

６．前項の最低点に達しなかった申請人は、次回の試験実施日において改めて受験申

請することができるが、同人が同２回目の試験において再び合格基準に達しなかっ

た場合、同人は、２回目の不合格に終った試験の日から翌暦年が経過しないうちは、

試験を改めて受けることはできない。また、その後受験した３回目の試験において

３度合格基準に達しなかった場合、同人はその３回目の試験の日から２年間は試験

を受けることはできない。 

 

［職業賠償責任保険の付保］ 

第８条 試験に合格した場合、申請人は、ＦＩＦＡ規則に基づき本協会が指定した職業賠

償責任保険を締結する。 

 

［職業行動規範及びサッカーの規則の遵守］ 

第９条 合格した申請者は、同人の活動に適用される「職業行動規範」に同意して署名し、

本協会に原本を提出する。 

 

［ライセンスの発行］ 

第１０条 職業賠償責任保険及び「職業行動規範」の提出を完了した後、本協会は当該申

請人に対し、同保険契約の締結日を発効日とするライセンスを発行する。 

２．ライセンスは、一身専属的なものであり譲渡不能とする。 

３．選手エージェントは、ライセンス受領後、『日本サッカー協会認定選手エージ

ェント』という肩書を使用できる。 

４．申請人が試験に合格後６ヶ月以内に全ての手続きを完了できなかった場合、同

人は、改めて試験を受けなければならない。 
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［公表］ 

第１１条 本協会は、日本サッカー協会認定選手エージェントの最新のリストを保持し、

本協会のホームページ等において公表する。このリストは各試験後にＦＩＦＡへ

提出される。 

２．本協会は、日本サッカー協会認定選手エージェントのライセンスの撤回、返還、

停止のような状態の変化もＦＩＦＡに対して直ちに連絡するものとする。さらに、

同人に科された懲罰等についても、ＦＩＦＡに対して通知する。 

 

［ライセンスの失効］ 

第１２条 以下の理由により日本サッカー協会認定選手エージェントのライセンスは失効

する。    

(1) 当該選手エージェントが関連の前提条件をもはや満たしていないと判断さ

れた場合 

(2) 当該選手エージェントが選手エージェントとしての活動を自ら終結させた

場合 

(3) 懲罰の結果、活動を終結せざるを得ない場合 

 

［前提条件を満たさないことによるライセンスの撤回］ 

第１３条 日本サッカー協会認定選手エージェントがライセンスを保有するための前提条

件を満たさなくなった場合、本協会は同人のライセンスを撤回するものとする。

同人の満たされていない前提条件が改善可能なものである場合、本協会は当該不

足条件を満たすための合理的な期間制限を当該選手エージェントに対して設ける。

そのような期間制限の満了時に当該要求事項が依然として満たされていないとき

には、当該ライセンスの撤回は確定される。 

２．本協会は、日本サッカー協会認定選手エージェントがライセンスを保有するた

めの前提条件を常に満たしているか否かについて継続的に監視するものとする。 

 

［再試験］ 

第１４条 ライセンスの有効期間は、その発効日から５年間とする。 

２．日本サッカー協会認定選手エージェントは、同人のライセンスが失効する前に、

本協会に対して、再試験（ライセンスを更新するために受ける試験のことをいう。

以下同じ）を受けるための申請書を送付するものとする。同人が当該ライセンス

の発効日から５年以内に再試験を受けるための申請書を本協会に送付しない場

合、同人のライセンスは有効期間満了をもって自動的に停止されるものとする。 

３．日本サッカー協会認定選手エージェントが前項に記載された期限内に、再試験

を受けるための申請書を本協会に提出した場合、同人のライセンスは、再試験を

受験する日まで有効期間が自動的に延長されるものとする。 

４．日本サッカー協会認定選手エージェントが再試験において合格基準に達しなか

った場合、同人のライセンスは同人が再び本協会が実施する試験に合格する時点

まで停止される。 

５．日本サッカー協会認定選手エージェントが再試験において不合格となった場合、

同人が受験可能な試験の回数についての制限はなく、何回でも連続して受験する

ことができる。 
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６．再試験は、第７条に定める試験と同日時、同内容にて実施されるものとする。

ただし、同人にとっての初回の再試験は３月のセッションにおいて実施されるも

のとする。 

７．再試験において不合格となりライセンスが停止された日本サッカー協会認定選

手エージェントが、既に選手又はクラブとの間で締結している代理契約において、

ライセンスが停止されたことで履行不能になった部分については、ライセンスが

停止した時点において無効となる。 

 

 

第４章 選手エージェントの権利及び義務 

    

［代理契約］    

第１５条 選手エージェントは、書面による代理契約を選手又はクラブとの間で締結する

ことによって、当該選手又はクラブを代理することを許される。 

２．選手が未成年である場合には、当該選手の法定代理人も代理契約書に調印する

ものとする。 

３．代理契約の契約期間は最大２年とする。当該期間は、新たな契約書によってさ

らに最大２年の期間について延長することができるが、延長する場合は、書面に

て合意することを要するものとする。 

４．代理契約書には、以下の事項を記載しなければならない。 

(1) 当事者の名称 

選手名（住所、所属クラブ）、又はクラブ名（住所、代表者名） 

選手エージェント名（住所、会社名） 

(2) 契約期間 

(3) 選手エージェントに対して支払われるべき報酬 

(4) 支払条件 

(5) 契約締結日及び当事者の署名 

５．代理契約書は、当事者によって適法に署名された原本４通が作成されるものと

し、当事者たる選手又はクラブが１通、選手エージェントが１通を保持する。選

手エージェントは、本協会及び選手又はクラブが所属する国の協会に対して各１

通ずつを、当該契約の締結後３０日以内に送付するものとする。 

６．本規則に定められた条項は、顧客（選手又はクラブ）が代理人の援助なしに選

手契約又は移籍契約を締結する権利を損なうものではない。 

７．選手エージェントは、同人の活動の過程においてあらゆる利益相反（双方代理）

を回避し、双方からの書面による明確な合意がない限り、１つの取引について１

当事者の利益のみを代表するものとする。 

 

［報酬］ 

第１６条 選手を代理する選手エージェントに対して支払われるべき報酬額は、当該選手

の基本報酬をベースに計算される。変動報酬（出場プレミアム、得点プレミアム

等）やその他の保証されていないボーナス、又はクラブから提供される車、住居

等の便益を含まないものとする。 

２．報酬の支払い方法について、選手エージェント及び選手又はクラブは、選手エ



87 

ージェントが交渉した選手契約の契約開始の時点における一括支払とするか、分

割払いにするか等、支払い条件についてあらかじめ決定し、代理契約書に明記し

ておくものとする。 

３．選手エージェント及び選手が報酬額について合意に達しない場合、又は、当該

代理契約書が当該職務に関する報酬について規定していない場合、選手エージェ

ントは、選手エージェントによって選手のために交渉された選手契約の基本報酬

の３パーセントを上限とした報酬の支払を受ける権利を有する。 

 

［標準代理契約書］ 

第１７条 本協会は、標準的な代理契約書（以下「標準代理契約書」という）を定める。 

２．選手エージェントは標準代理契約書を用いることを原則とするが、契約当事者

は追加的な合意書によって標準代理契約書を補完することはできる。ただし、当

該補完目的の合意書は本協会諸規程及び日本の法令を遵守したものでなければな

らない。 

 

［接触する権利、接触に際しての禁止事項］ 

第１８条 ライセンスを有する選手エージェントは、以下のことを行う権利を有する。 

(1) 別の選手エージェントとの独占的な代理契約の下にはないか、又は、もはや

そうではない各選手と接触すること 

(2) 選手エージェントが選手又はクラブのための契約に関する交渉において、当

該選手又はクラブの利益を代表すること 

(3) 選手エージェントにその旨要請する選手の利益を配慮すること 

(4) 選手エージェントにその旨要請するクラブの利益を配慮すること 

２．選手エージェントは、選手契約を期間満了前に解約すること又は選手契約にお

いて規定された義務を違反させる目的をもって、クラブと契約中の選手に接触す

ることを禁じられる。別段の証明がなされない限り、正当事由なしに選手が行っ

た契約違反に関与した選手エージェントは、当該契約違反を誘導したものと推定

されるものとする。 

３．各選手エージェントは、同人が関与する取引に関する契約書に、同人の氏名、

署名と顧客名を明記するものとする。 

４．関連の契約書に選手エージェントの氏名、署名が記載されていない場合は、同

取引に当該選手エージェントが関与しなかったものとみなされる。 

    

    

第５章 選手の権利及び義務 

    

［ライセンスを有する選手エージェントの起用］    

第１９条 選手は、選手契約の交渉においてライセンスを有する選手エージェントの役務

のみを起用することができる。 

２．選手は、選手エージェントが適法にライセンスを有していることの確認を、代

理契約締結前に行なわなければならない。 

    

［交渉された契約における氏名の明示］    
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第２０条 選手は、同人が起用した選手エージェントによって行われた交渉の結果として

締結される契約について、起用した選手エージェントの氏名を具体的に契約書に

記載するものとする。 

 

 

第６章 クラブの権利及び義務 

    

［ライセンスを有する選手エージェントの起用］    

第２１条 クラブは、選手の移籍又は選手契約に関する交渉においてクラブを代理するた

めに、ライセンスを有する選手エージェントの役務を起用する権利を有する。 

２．クラブは、選手エージェントが適法にライセンスを有していることの確認を、

代理契約締結前に行なわなければならない。 

 

［交渉された契約における氏名の明示］ 

第２２条 クラブは、関係する選手によって起用されたライセンスを有する選手エージェ

ントによって行われた交渉の結果として締結される契約について、当該選手エー

ジェントの氏名を具体的に契約書に記載するものとする。 

 

［支払上の制限及び権利と請求権の譲渡］ 

第２３条 クラブ間における選手の移籍に関連して支払われるべき移籍補償金、及び、Ｆ

ＩＦＡ規則又は本協会の規程により定められたその他の費用（トレーニング費用

等）を含むいかなる補償金の支払いも、債務者（クラブ）から選手エージェント

に対しては、全部又は一部のいずれであれ、なすことはできない。 

２．前項の補償金の支払いは、選手エージェントが債権者としての地位においてク

ラブから起用され、起用したクラブが当該選手エージェントに対して債務の清算

を行なう場合（支払義務を負っている金額を清算するため）であってもできない。

これらは、あらゆる移籍補償金又は選手の将来的移籍価値に関する権利を保有す

ることを含むが、それに限られない。 

３．不正な支払いがないことを確認する目的のために、本協会は、選手エージェン

トへの支払に関して、本協会によって指定された銀行口座を通じ行なうようクラ

ブ及び選手に対して要請できる。 

 

 

第７章 選手エージェントの活動に関連する紛争 

    

［総則］    

第２４条 選手又はクラブは、選手エージェントの活動に関連した国内的な紛争に関して、

本協会の裁定委員会による和解あっせんを求めることができる。 

２．選手エージェントの活動に関係した国際的な紛争の場合には、ＦＩＦＡ規則に

従い、仲裁手続の要請をＦＩＦＡに対して提出することができる。 
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第８章 懲罰 

    

［総則］    

第２５条 本協会は、本規則に違反した選手エージェント、選手、クラブに対し、懲罰を

科すことができる。 

 

［懲罰権限・管轄権］ 

第２６条 日本サッカー協会認定選手エージェントが関与した日本国内での取引について

は、本協会が懲罰を科すものとする。 

２．日本サッカー協会認定選手エージェントが関与した国際的な取引に関しては、

本協会はＦＩＦＡと懲罰方法について協議する。 

３．外国サッカー協会認定選手エージェントの行為によるもの、その他管轄権が不

明確な事案について、本協会はＦＩＦＡの指定する紛争処理機関に対応を委ねる

ものとする。 

 

［選手エージェントに対する懲罰］ 

第２７条 本協会は、以下の懲罰を選手エージェントに対して科すことができる。 

(1) 譴責又は警告 

(2) 罰金 

(3) 一定期間、無期限又は永久的なライセンスの停止 

(4) ライセンスの剥奪又は撤回 

(5) サッカー関連の活動への参加の禁止 

２．前項各号は併科することができる。 

３．選手エージェントが、本規則に繰り返し違反した場合、又は重大な違反をした

場合には、本協会はライセンスを剥奪するものとする。 

４．日本サッカー協会認定選手エージェントについては、本協会が同人に対する懲

罰を科すものとする。ただし、本協会の域外で同選手エージェントが違反行為を

行い、ＦＩＦＡ（又は大陸連盟若しくは各国協会等）が同選手エージェントに対

して懲罰を科した場合、本協会は懲罰を科した主体と協議し、対応を決めるもの

とする。 

 

［選手についての懲罰］ 

第２８条 本協会は、以下の懲罰を選手に対して科すことができる。 

(1) 譴責又は警告 

(2) 罰金 

(3) 一定期間、無期限又は永久的な試合の出場停止 

(4) サッカー関連の活動への参加の禁止 

２．前項各号は併科することができる。 

 

［クラブについての懲罰］ 

第２９条 本協会は、以下の懲罰をクラブに対して科すことができる。 

(1) 譴責又は警告 

(2) 罰金 
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(3) 勝ち点の減点 

(4) 一定期間、無期限又は永久的な試合の出場停止 

(5) サッカー関連の活動への参加の禁止 

２．前項各号は併科することができる。 

 

 

第９章 外国サッカー協会認定選手エージェント 

    

［外国サッカー協会認定選手エージェントの登録］    

第３０条 日本人選手を日本国内の活動に関して代理しようとする外国サッカー協会認定

選手エージェントは、活動に先立って、本協会に登録しなければならない。 

２．前項の登録申請を行なうにあたり、以下の情報を含む申請書を提出する。 

(1) 選手エージェント名 

(2) 住所、会社名 

(3) 日本における活動拠点(住所等) 

(4) ライセンス証の写し（当該外国サッカー協会によって公式に発行されたも

の） 

３．登録が完了した後に、本協会は同人及び同人にライセンスを付与した外国協会

に対し登録証明書を発行するものとする。 

 

 

第１０章 欠如及び施行 

    

［規定されていない事項］    

第３１条 本規則において規定されていない事項については、本協会の理事会が決定する。 

 

［改正］ 

第３２条 本規則の改正は、理事会の決議に基づきこれを行う。 

 

［施行］ 

第３３条 本規則は、２０１２年４月１日から施行する。 

 

 

 


